
 

平成 25 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（経済産業省） 

制 度 名 
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の認定を受け
て行う自社株対価 TOBに応じた株主に係る株式譲渡所得等の課税の繰
延等 

税 目 所得税、法人税 

要

望

の

内

容 

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（以下「産活法」）

の認定を受けて事業者が行う自社株対価 TOBについて、以下の措置を講ずる。 

 

① TOBに応募した法人株主の株式譲渡損益に対する課税の繰延べ 

② TOBに応募した個人株主の譲渡所得等（譲渡所得、事業所得、雑所得）に対

する課税の繰延べ 

③ 一定の要件のもと、TOB に応募した個人株主が取得した株式の特定口座預け

入れ対象への追加 
 
※自社株対価 TOB：現金ではなく自社又は親会社の株式を対価として行う株式公開買
付 
 
 
 平年度の減収見込額 

（制度自体の減収額） 
▲1,721百万円 
（ － 百万円） 



 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

(1)政策目的 

昨年 7 月に施行された改正産活法では会社法の特例を設けることで自社株対
価 TOB を行いやすくしているが、自社株対価 TOB の対象会社株主が株式譲渡損
益・譲渡所得等に対して課税されることを理由に自社株対価 TOB に応じないこ
とが課題となっており、応募株主の課税の繰延措置等を講ずることで自社株対
価 TOB が活発に行われる環境を整備し、戦略的な事業再編による我が国企業の
成長と国際競争力の強化を図る。 
 
《政策目的の根拠》 
 ・日本再生戦略 P95（平成 24 年 7 月） 
「企業の戦略的な事業再編の促進」 

「M&A 等の組織再編手続の簡素化・多様化のための措置の効果検証・追加措置
検討」 
 
・新成長戦略 p30（平成 22 年 6 月） 
「（3）企業の戦略的な事業再編の促進 
M&A等の組織再編手続の簡素化・多様化のための措置の在り方の検討」 

 
・産業構造ビジョン p212（平成 22年 6月） 
「③企業組織再編法制関係 （ア）自社株式を対価とする TOBの簡易化」 
 

(2)施策の必要性 

 我が国企業は、これまでも国内の消費マインドの冷え込み、グローバル競争
や円高といった厳しい経営環境におかれてきたが、東日本大震災や欧州の債務
問題が追い打ちをかけており、企業を取り巻く環境はより厳しいものとなって
いる。 

このような中、企業が継続的な成長を図り、我が国経済の活力を向上させる
ためには、一層の「選択と集中」が必要であり、そのための有効な手段である
企業再編・事業再編についての更なる環境整備が必要である。特に、企業再
編・事業再編の手法の一つである自社株対価 TOB は、海外では数多く行われて
おり、業界再編につながる大型案件にも用いられるなど、有力な手法として確
立されているが、我が国においては、制度的な制約から行われてこなかった。 

 このため、平成 23年 7 月 1日に改正法が施行された産活法では、自社株対価
TOB を実施するに当たっての会社法上の制約を払拭しており、その活用が期待
されているものの、TOB に応募した株主については、株式譲渡損益・譲渡所得
等に対して課税が発生することが自社株対価 TOB 実施上の制約になるとの指摘
が多くなされていることから、課税の繰延措置を講ずることで、一層の「選択
と集中」を進め、我が国経済の活力を向上させる必要がある。  

また、個人株主の利便性向上を図り、自社株対価 TOB の利用を促進するた
め、自社株対価 TOB に応募した個人株主が対価として取得した株式について
も、一定の要件のもと、特定口座への預け入れ対象とする必要がある。 

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

1．経済成長 

政 策 の 

達成目標 
自社株式を対価とする株式取得を通じた企業再編・事業再編の
促進による企業の成長、国際競争力の強化。 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

平成 25年 4月 1日～平成 28年 3月 31日の 3年間 



 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

政策の達成目標に同じ 

政策目標の

達 成 状 況 

 
 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

初年度において概ね 5件程度の適用を見込んでいる。 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

本措置の手当により、自社株対価 TOB が増加することで、我が
国企業の生産性が向上し、我が国経済の活力が向上することが
見込まれる。 

相 

当 
性 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

平成 23 年度実施の法人向けアンケート結果によれば、今後自
社株対価 TOBの活用を検討する企業のうち、約 90%の企業が、応
募株主の課税関係が制約要因になると考えており、平成 24 年度
実施の個人投資家向け及び法人向けアンケート結果によれば、
個人投資家については約 85％、事業会社については約 80％が、
「応募株主の課税関係」が TOB 応募の検討に消極的な要素にな
ると回答がなされていることから課税の繰延措置によって制約
要因を直接に取り除くことが必要かつ適切である。 
  
また、本措置は、経営資源の効率的な運用を目指した戦略的

な事業再編等について一定の基準を満たす計画を主務大臣が認
定した場合に限って認められるものであり、政策手段として的
確である。 
 
 
 

こ
れ
ま
で
の
租

税
特
別
措
置
の

適
用
実
績
と
効

果
に
関
連
す
る

事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
 
 
 
 
 
 



 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 

  


